
交通安全対策特別交付金制度の概要 

 

 

１ 交付金の目的 

交通安全対策特別交付金は、昭和４３年に道路交通法の改正により創設された交通反

則通告制度に基づき納付される反則金収入を原資として、地方公共団体が単独で行う道

路交通安全施設整備の経費に充てるための財源として交付するものであり、もって交通

事故の発生を防止することを目的とする。 

 

２ 交付金の総額 

交通反則金等収入(運用益を含む。)から通告書送付費支出金相当額等を控除した額 

 

３ 交付金の使途 

    交通安全対策特別交付金等に関する政令で定める道路交通安全施設の設置及び管理 

  に関する費用                                                

    （例示） ・信号機 

         ・道路標識 

         ・横断歩道橋 

         ・さく（ガードフェンス、防護柵） 

         ・道路反射鏡（カーブミラー） 

 

４ 交付基準 

      各地方公共団体の区域内における交通事故発生件数、人口集中地区人口及び改良済道

路延長を配分指標として、それぞれ２：１：１の割合で交付額の算定をする。 

                                                    

５ 最低交付限度基準額 

      ９月に交付すべき額が２５万円に満たない市町村については、当該年度においては交

付金は交付しない（この市町村に対する交付金相当分は、当該市町村を包括する都道府

県に加算して交付される。）。 

 

６ 交付時期 

   年２回（９月及び３月） 

 

７ 交付総額算定までのフローチャート 
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交通安全対策特別交付金の各団体ごとの交付額の算定方法 

（交通安全対策特別交付金等に関する政令第 4条関係） 

１ 各都道府県ごとの 

  基準額を算出   

  総額を、各都道府県の交通

事故発生件数、人口集中地区

人口(ＤＩＤ人口)及び改良済 

 道路延長の比率にウェイト付 

け（２：１：１）してあん分 
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２ 指定都市の基準額及び 

  市町村交付額を算出   

（１）指定都市基準額  

   各都道府県基準額から 

上記１と同様のあん分方法 

により指定都市基準額を区分 

（２）市町村交付額 

   各都道府県基準額から当

該都道府県区域内の指定都市

基準額の合算額を控除した額

の１／３を、上記１と同様の

あん分方法により各市町村交

付額を算出 

 なお、道路法に基づき特例

的に一般国道又は都道府県道

を管理する市町村には、別途

算出する加算額を加えた額を

交付額とする 
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※ 加算額の算出 

 各都道府県基準額から当該都道府県区域内の

指定都市基準額の合算額を控除した額の５／１２

を、交通事故発生件数、ＤＩＤ人口並びに一般国

道及び都道府県道に係る改良済道路延長の比率に

ウェイト付け（２：１：１）して按分した額に、

当該市町村が管理する一般国道又は都道府県道の

延長に応じて算定した額 

３ 指定都市及び都道府県 

  交付額を算出   

（１）指定都市交付額  

   指定都市基準額の３／４を 

  指定都市の交付額とする 

（２）都道府県交付額 

   各都道府県基準額から 

  各指定都市及び各市町村の

交付額の合算額を控除した

額を交付額とする 
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都道府県交付額（網掛部分） 

Ａ県基準額 



交付税及び譲与税配付金特別会計交通安全対策特別交付金関係
歳入・歳出予算のしくみ(平成28年度)

9,618 2 9,415 0

（単位：百万円）
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●９月期交付の概要

平成28年度 平成27年度 増減額

30,168 31,661 △ 1,493

都道府県分 17,442 18,315 △ 873

市町村分 12,726 13,346 △ 620

30,374 31,890 △ 1,516

206 229 △ 23

※四捨五入のため端数処理により計算が合わない箇所がある。

○ 交付団体数 1,629 団体

○ 不交付団体数 159 団体

（参考）交付総額（9月期交付、3月期交付合計）
（単位：百万円、％）

平成27年度 平成26年度 増減額 増減率

60,942 57,059 3,883 6.8

都道府県分 35,254 33,040 2,214 6.7

市町村分 25,688 24,019 1,669 6.9

●予算と交付総額の対比

○ 交付総額 千円 （A)

○ 予算額 千円 （B)

○ 達成率 ％ （A)/(B)47.0

　通告書送付費支出金等 △ 10.0

区分

交付総額

30,167,929 

64,239,800 

　９月期交付額 △ 4.7

△ 4.8

△ 4.6

　交通反則金等 △ 4.8

平成２８年度交通安全対策特別交付金の交付概要

（単位：百万円、％）

区分 増減率



団             体             数

区     分 平　　成　　28　　年　　度 平成27年度 対  前  年  度 交    付    団    体 不   交   付   団   体

9月期

９  月  期 ３  月  期 計  (A)+(B) 増  減  額 増減率 28年度 27年度 増減数 28年度 27年度 増減数

   　　（Ａ）        （Ｂ）        （Ｃ）        （Ｄ） (C)-(D) (E) (E)/(D)      (F)      (G)  (F)-(G)      (H)      (I) (H)-(I)

   　　 千円    　　 千円    　　 千円    　 　千円    　　 千円   　　％

 都  道  府  県 17,441,988 17,441,988 18,314,977 △ 872,989 △ 4.8 47 47 0 0 0 0

 市    町    村 12,725,941 12,725,941 13,345,838 △ 619,897 △ 4.6 1,582 1,594 △ 12 159 147 12

    指 定 都 市 4,841,308 4,841,308 5,056,426 △ 215,118 △ 4.3 20 20 0 0 0 0

    その他の都市 7,035,488 7,035,488 7,394,226 △ 358,738 △ 4.9 792 792 0 1 1 0

    町       村 849,145 849,145 895,186 △ 46,041 △ 5.1 770 782 △ 12 158 146 12

　合         計 30,167,929 30,167,929 31,660,815 △ 1,492,886 △ 4.7 1,629 1,641 △ 12 159 147 12

（注）その他の都市には、特別区を含む。

平成２８年度交通安全対策特別交付金決定額



（単位：千円）

H28.9月期 H27.9月期 差額 伸び率(%) H28.9月期 H27.9月期 差額 伸び率(%)

1 北海道 690,230 732,727 △ 42,497 △ 5.8 642,871 677,570 △ 34,699 △ 5.1 

2 青　森 193,876 206,984 △ 13,108 △ 6.3 96,151 102,585 △ 6,434 △ 6.3 

3 岩　手 210,983 221,733 △ 10,750 △ 4.8 105,253 110,936 △ 5,683 △ 5.1 

4 宮　城 258,996 269,225 △ 10,229 △ 3.8 282,480 294,937 △ 12,457 △ 4.2 

5 秋　田 171,121 179,451 △ 8,330 △ 4.6 84,056 89,011 △ 4,955 △ 5.6 

6 山　形 224,959 232,450 △ 7,491 △ 3.2 112,449 116,203 △ 3,754 △ 3.2 

7 福　島 338,291 362,705 △ 24,414 △ 6.7 167,248 179,630 △ 12,382 △ 6.9 

8 茨　城 439,743 458,968 △ 19,225 △ 4.2 219,837 229,452 △ 9,615 △ 4.2 

9 栃　木 287,452 302,291 △ 14,839 △ 4.9 143,709 151,125 △ 7,416 △ 4.9 

10 群　馬 453,670 474,908 △ 21,238 △ 4.5 226,504 237,118 △ 10,614 △ 4.5 

11 埼　玉 949,649 984,185 △ 34,536 △ 3.5 627,211 654,217 △ 27,006 △ 4.1 

12 千　葉 705,293 735,751 △ 30,458 △ 4.1 462,134 484,406 △ 22,272 △ 4.6 

13 東　京 1,520,007 1,611,638 △ 91,631 △ 5.7 759,177 804,967 △ 45,790 △ 5.7 

14 神奈川 717,695 759,213 △ 41,518 △ 5.5 999,090 1,051,793 △ 52,703 △ 5.0 

15 新　潟 257,351 277,534 △ 20,183 △ 7.3 245,948 267,697 △ 21,749 △ 8.1 

16 富　山 171,891 180,353 △ 8,462 △ 4.7 85,725 90,002 △ 4,277 △ 4.8 

17 石　川 171,698 181,998 △ 10,300 △ 5.7 85,835 90,985 △ 5,150 △ 5.7 

18 福　井 114,716 123,317 △ 8,601 △ 7.0 57,152 61,422 △ 4,270 △ 7.0 

19 山　梨 147,412 152,003 △ 4,591 △ 3.0 72,715 75,051 △ 2,336 △ 3.1 

20 長　野 376,528 390,527 △ 13,999 △ 3.6 185,062 191,890 △ 6,828 △ 3.6 

21 岐　阜 309,933 331,024 △ 21,091 △ 6.4 154,365 164,849 △ 10,484 △ 6.4 

22 静　岡 639,614 654,544 △ 14,930 △ 2.3 677,253 692,378 △ 15,125 △ 2.2 

23 愛　知 1,120,719 1,155,903 △ 35,184 △ 3.0 945,021 973,760 △ 28,739 △ 3.0 

24 三　重 273,767 299,121 △ 25,354 △ 8.5 137,604 150,352 △ 12,748 △ 8.5 

25 滋　賀 204,341 222,529 △ 18,188 △ 8.2 102,157 111,251 △ 9,094 △ 8.2 

26 京　都 244,819 259,178 △ 14,359 △ 5.5 301,995 320,382 △ 18,387 △ 5.7 

27 大　阪 1,013,878 1,057,429 △ 43,551 △ 4.1 1,010,039 1,048,247 △ 38,208 △ 3.6 

28 兵　庫 784,620 819,780 △ 35,160 △ 4.3 616,003 641,219 △ 25,216 △ 3.9 

29 奈　良 193,995 195,368 △ 1,373 △ 0.7 94,840 95,505 △ 665 △ 0.7 

30 和歌山 137,320 149,343 △ 12,023 △ 8.1 67,358 73,677 △ 6,319 △ 8.6 

31 鳥　取 74,648 78,785 △ 4,137 △ 5.3 37,117 39,191 △ 2,074 △ 5.3 

32 島　根 108,960 114,475 △ 5,515 △ 4.8 53,813 56,448 △ 2,635 △ 4.7 

33 岡　山 269,162 293,021 △ 23,859 △ 8.1 280,170 305,405 △ 25,235 △ 8.3 

34 広　島 332,957 357,754 △ 24,797 △ 6.9 326,659 351,457 △ 24,798 △ 7.1 

35 山　口 216,841 230,056 △ 13,215 △ 5.7 108,150 114,771 △ 6,621 △ 5.8 

36 徳　島 138,163 147,023 △ 8,860 △ 6.0 68,403 72,809 △ 4,406 △ 6.1 

37 香　川 215,622 234,265 △ 18,643 △ 8.0 107,692 117,010 △ 9,318 △ 8.0 

38 愛　媛 209,412 225,753 △ 16,341 △ 7.2 104,383 112,550 △ 8,167 △ 7.3 

39 高　知 112,683 119,242 △ 6,559 △ 5.5 54,022 57,253 △ 3,231 △ 5.6 

40 福　岡 785,727 808,448 △ 22,721 △ 2.8 878,172 901,467 △ 23,295 △ 2.6 

41 佐　賀 225,813 231,310 △ 5,497 △ 2.4 112,892 115,641 △ 2,749 △ 2.4 

42 長　崎 218,450 227,966 △ 9,516 △ 4.2 109,079 113,840 △ 4,761 △ 4.2 

43 熊　本 202,138 217,625 △ 15,487 △ 7.1 218,079 234,996 △ 16,917 △ 7.2 

44 大　分 202,611 212,804 △ 10,193 △ 4.8 101,244 106,335 △ 5,091 △ 4.8 

45 宮　崎 283,611 288,096 △ 4,485 △ 1.6 140,965 143,501 △ 2,536 △ 1.8 

46 鹿児島 319,347 333,658 △ 14,311 △ 4.3 158,764 165,846 △ 7,082 △ 4.3 

47 沖　縄 201,276 212,516 △ 11,240 △ 5.3 99,095 104,701 △ 5,606 △ 5.4 

合計 17,441,988 18,314,977 △ 872,989 △ 4.8 12,725,941 13,345,838 △ 619,897 △ 4.6 

平成28年度9月期交通安全対策特別交付金交付額（対前年度比）

区分
都道府県分 市町村分



Ｈ２７ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２８

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 算定基礎数値 全国シェア 算定基礎数値 全国シェア シェア増減 シェア増減率

区  分 (Ａ＋Ｂ)／２ (Ｂ＋Ｃ)／２ Ｇ－Ｅ Ｈ／Ｅ

　　　　Ａ　　　　Ｂ　　　　Ｃ　　　　Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ

件 件 件 件 ％ 件 ％ ％ ％

 1  北海道 13,722 12,274 11,123 12,998 2.16 11,699 2.11 △ 0.05 △ 2.31

 2　青  森 4,963 4,133 3,854 4,548 0.76 3,994 0.72 △ 0.04 △ 5.26

 3　岩  手 3,058 2,712 2,560 2,885 0.48 2,636 0.47 △ 0.01 △ 2.08

 4　宮  城 9,851 9,142 8,624 9,497 1.58 8,883 1.60 0.02 1.27

 5　秋  田 2,518 2,270 2,151 2,394 0.40 2,211 0.40 0.00 0.00

 6　山  形 7,082 6,426 6,446 6,754 1.12 6,436 1.16 0.04 3.57

 7  福  島 8,948 7,710 6,894 8,329 1.38 7,302 1.31 △ 0.07 △ 5.07

 8　茨  城 13,279 12,534 11,613 12,907 2.15 12,074 2.17 0.02 0.93

 9　栃  木 7,437 6,413 6,327 6,925 1.15 6,370 1.15 0.00 0.00

10　群  馬 17,682 16,316 15,229 16,999 2.83 15,773 2.84 0.01 0.35

11　埼  玉 33,280 30,821 29,528 32,051 5.33 30,175 5.43 0.10 1.88

12　千  葉 21,467 19,705 18,650 20,586 3.42 19,178 3.45 0.03 0.88

13　東  京 42,040 37,178 34,274 39,609 6.59 35,726 6.43 △ 0.16 △ 2.43

14　神奈川 33,847 30,434 28,313 32,141 5.34 29,374 5.29 △ 0.05 △ 0.94

15　新  潟 7,556 6,317 5,345 6,937 1.15 5,831 1.05 △ 0.10 △ 8.70

16　富  山 4,649 4,379 3,945 4,514 0.75 4,162 0.75 0.00 0.00

17　石  川 4,640 4,074 3,791 4,357 0.72 3,933 0.71 △ 0.01 △ 1.39

18　福  井 2,893 2,416 2,188 2,655 0.44 2,302 0.41 △ 0.03 △ 6.82

19　山  梨 5,067 4,514 4,621 4,791 0.80 4,568 0.82 0.02 2.50

20　長  野 9,858 9,283 8,865 9,571 1.59 9,074 1.63 0.04 2.52

21　岐  阜 9,332 8,250 7,400 8,791 1.46 7,825 1.41 △ 0.05 △ 3.42

22　静  岡 35,224 33,499 32,491 34,362 5.71 32,995 5.94 0.23 4.03

23　愛  知 48,949 46,131 44,369 47,540 7.90 45,250 8.15 0.25 3.16

24　三  重 9,804 8,100 7,170 8,952 1.49 7,635 1.37 △ 0.12 △ 8.05

25　滋  賀 7,836 6,598 5,879 7,217 1.20 6,239 1.12 △ 0.08 △ 6.67

26　京  都 11,383 10,185 9,328 10,784 1.79 9,757 1.76 △ 0.03 △ 1.68

27　大  阪 46,110 42,729 40,607 44,420 7.39 41,668 7.50 0.11 1.49

28　兵  庫 32,734 30,118 28,542 31,426 5.23 29,330 5.28 0.05 0.96

29　奈  良 5,076 5,868 5,078 5,472 0.91 5,473 0.99 0.08 8.79

30　和歌山 4,752 4,115 3,498 4,434 0.74 3,807 0.69 △ 0.05 △ 6.76

31　鳥  取 1,280 1,168 1,053 1,224 0.20 1,111 0.20 0.00 0.00

32　島  根 1,647 1,583 1,388 1,615 0.27 1,486 0.27 0.00 0.00

33　岡  山 14,182 12,271 10,627 13,227 2.20 11,449 2.06 △ 0.14 △ 6.36

34　広  島 14,370 12,479 11,152 13,425 2.23 11,816 2.13 △ 0.10 △ 4.48

35　山  口 6,914 6,268 5,727 6,591 1.10 5,998 1.08 △ 0.02 △ 1.82

36　徳  島 4,800 4,372 3,866 4,586 0.76 4,119 0.74 △ 0.02 △ 2.63

37　香  川 10,101 8,942 7,823 9,522 1.58 8,383 1.51 △ 0.07 △ 4.43

38　愛  媛 6,692 5,745 5,086 6,219 1.03 5,416 0.98 △ 0.05 △ 4.85

39　高  知 2,959 2,690 2,391 2,825 0.47 2,541 0.46 △ 0.01 △ 2.13

40　福  岡 43,678 41,168 39,734 42,423 7.05 40,451 7.28 0.23 3.26

41　佐  賀 9,364 8,870 8,561 9,117 1.52 8,716 1.57 0.05 3.29

42　長  崎 7,165 6,465 6,121 6,815 1.13 6,293 1.13 0.00 0.00

43　熊  本 8,732 7,584 6,641 8,158 1.36 7,113 1.28 △ 0.08 △ 5.88

44　大  分 5,767 5,161 4,917 5,464 0.91 5,039 0.91 0.00 0.00

45　宮  崎 10,458 9,759 9,455 10,109 1.68 9,607 1.73 0.05 2.98

46　鹿児島 9,207 8,425 8,034 8,816 1.47 8,230 1.48 0.01 0.68

47　沖  縄 6,664 6,242 5,671 6,453 1.07 5,957 1.07 0.00 0.00

 

  合   計 629,017 573,836 536,950 601,427 100 555,393 100 - -

（参考）

交 通 事 故 発 生 件 数 の 状 況



道路交通法 

（昭和三十五年六月二十五日法律第百五号） 
最終改正：平成二七年九月三〇日法律第七六号 

附 則 抄 
（交通安全対策特別交付金） 
第十六条  国は、当分の間、交通安全対策の一環として、道路交通安全施設の設置及び管

理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村（特別区を含む。

以下同じ。）に対し、交通安全対策特別交付金（以下「交付金」という。）を交付する。   
２  交付金の額は、第百二十八条第一項（第百三十条の二第三項において準用する場合を

含む。以下この項において同じ。）の規定により納付された反則金（第百二十九条第三項

の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含

む。以下この条及び附則第十八条第一項において「反則金等」という。）に係る収入額に

相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた

額（次項第一号及び附則第十八条第一項において「反則金収入相当額等」という。）から

次の各号に掲げる額の合算額を控除した額とする。  
一  第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額  
二  第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用（次項第二号ロ及

び附則第十九条において「通告書送付費」という。）に係る収入額に相当する額とし

て政令で定めるところにより算定した額（以下「通告書送付費支出金相当額」とい

う。）   
三  過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額  

３  毎年度分として交付すべき交付金の総額は、第一号に掲げる額（第二号に掲げる額を

限度とする。）に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額で

まだ交付していない額を加算した額とする。  
一  前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等

からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額 
イ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定

による返還金に相当する額 
ロ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額 
ハ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返

還金に相当する額 
二  前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金等の収入見込

額に当該額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額からイ

からハまでに掲げる額の合算額を控除した額 
イ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定

による返還金の見込額 
ロ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費に係る支出見

込額 
ハ 前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返

還金の見込額 
 
（交付の基準） 

参 考 法 令 



第十七条  都道府県及び市町村ごとの交付金の額は、当該都道府県及び市町村の区域にお

ける交通事故の発生件数、人口の集中度その他の事情を考慮して政令で定めるところに

より算定した額とする。  
 
（交付の時期及び交付時期ごとの交付額） 
第十八条  交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定め

る額を交付する。 
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額 
九月 前年度の二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等

に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ

交付していない額を加算した額から当該期間に係る第百二十九条第四項の規定

による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則

金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額（附則第十六条

第三項第二号に掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきで

あつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額（以下この表において

「交付金見込額」という。）を限度とする。）を基礎として政令で定める額  
三月 当該年度の八月から一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等から当該

期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額、通告書送付

費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控

除した額に相当する額（交付金見込額から九月に交付した額を控除した額を限

度とする。）を基礎として政令で定める額 
 
 
２  前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は

各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額があるときは、それぞれ当該

金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。  
 
（通告書送付費支出金の支出） 
第十九条  国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの通告書送付費に係る支出

額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出

する。  
 
（主務大臣等） 
第二十条  附則第十六条から第十八条までの規定による交付金に関する事務は総務大臣

が、前条の規定による通告書送付費支出金に関する事務は内閣総理大臣が行う。  
２  前項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、政令で定めるところによ

り、警察庁長官に委任することができる。  
 
（地方財政審議会の意見の聴取） 
第二十一条  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければな

らない。  
一  附則第十七条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。  
二  都道府県及び市町村に対して交付すべき交付金を交付しようとするとき。 



道路法（抄） 

（昭和二十七年六月十日法律第百八十号） 

最終改正：平成二八年三月三一日法律第一九号 

 第三章 道路の管理  

    第一節 道路管理者  

（国道の新設又は改築）  

第十二条  国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小で

あるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行すること

が適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都

道府県が行う。  

 

（国道の維持、修繕その他の管理）  

第十三条  前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復

旧事業費国庫負担法 （昭和二十六年法律第九十七号）の規定の適用を受ける災害

復旧事業（以下「災害復旧」という。）その他の管理は、政令で指定する区間（以下「指

定区間」という。）内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道

府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。 

２  国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及

び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととするこ

とができる。  

３   国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実

施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合におい

ては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うこ

とができる。この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府

県に通知しなければならない。  

４   第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う場合

において、その行おうとする国道の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区

域の境界に係るときは、関係都道府県は、あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工

事の設計及び実施計画について協議しなければならない。  

５   第七条第五項及び第六項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場

合について準用する。  

６   前項において準用する第七条第五項及び第六項前段の規定により国土交通大臣

が裁定をした場合においては、第四項の規定による協議が成立したものとみなす。   

第十四条  削除  

 

（都道府県道の管理）  

第十五条  都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。   

 



（市町村道の管理）  

第十六条  市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。  

２  第八条第三項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路

線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の

統轄する市町村が行う。但し、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する

場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村

長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。 

３  第七条第五項及び第六項の規定は、前項但書の規定による協議が成立しない場

合について準用する。この場合において、これらの規定中「関係都道府県知事」とあ

るのは「関係市町村長」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六

項中「当該都道府県の議会」とあるのは「当該市町村の議会」と読み替えるものとす

る。  

４   前項において準用する第七条第五項及び第六項の規定により都道府県知事が裁

定をした場合においては、第二項但書の規定の適用については、関係市町村長の協

議が成立したものとみなす。  

５   第二項但書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合（前項の規定によ

り関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。）においては、関係

市町村長は、成立した協議の内容を公示しなければならない。   

 

（管理の特例）  

第十七条  指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第

一項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存

する都道府県道の管理は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規

定にかかわらず、当該指定市が行う。 

２  指定市以外の市は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定に

かかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の

管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うこと

とされているもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことがで

きる。 

３  町村は、第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当

該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。   

４  指定市以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又

は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都

道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する

道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩道の新設、改築、維持又は修繕その他

の政令で定めるものであつて第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに

第八十五条第一項及び第二項の規定により都道府県が行うこととされているもの（前

三項の規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除

く。第二十七条第二項において「歩道の新設等」という。）を都道府県に代わつて行う

ことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、

第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協

議し、その同意を得て、これを行うことができる。   



５  指定市以外の市町村は、前三項の規定により国道又は都道府県道の新設、改築、

維持又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道又は都道府県道の新設、改築、維

持又は修繕の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、

その旨を公示しなければならない。   

６  国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は

市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情

を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道（地域

における安全かつ円滑な交通の確保のために適切な管理の必要性が特に高いと認

められるものに限る。）を構成する施設又は工作物のうち政令で定めるものの改築又

は修繕に関する工事（高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施す

ることが適当であると認められるものに限る。）を当該都道府県又は市町村に代わつ

て自ら行うことが適当であると認められる場合においては、前二条及び第一項から第

三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行う

ことができる。 

７   第一項から第四項まで及び前項の場合におけるこの法律の規定の適用について

の必要な技術的読替えは、政令で定める。  

 



交通安全対策特別交付金等に関する政令 
 （昭和五十八年五月十六日政令第百四号） 
 

最終改正：平成二六年三月二八日政令第九二号 
  
 内閣は、道路交通法 （昭和三十五年法律第百五号）附則第十六条 、第十七条 、第十八

条第一項 、第十九条 、第二十一条 及び第二十二条第二項 の規定に基づき、並びに同法 を
実施するため、この政令を制定する。 
 
 
（法附則第十六条第一項の政令で定める費用）  
第一条   道路交通法 （以下「法」という。）附則第十六条第一項 に規定する道路交通安

全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用（当該費用に

つき国の補助を受けた場合にあつては、当該補助に係る費用を除く。）とする。  
一   都道府県公安委員会（法第百十四条 の規定により道公安委員会の権限の委任を受け

た方面公安委員会を含む。第五号において同じ。）による次に掲げる施設の設置に要する費

用 
イ 信号機、道路標識又は道路標示 
ロ 交通管制センター（交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 （昭和四十一年法律

第四十五号）第二条第三項第一号 ロに規定する交通管制センターをいう。） 
二   地方公共団体による次に掲げる施設の設置でその管理する道路（道路法 （昭和二十

七年法律第百八十号）第二条第一項 に規定する道路及び法第二条第一項第一号 に規定す

る道路（道路法第二条第一項 に規定する道路を除く。）で総務大臣が関係行政機関の長と

協議して定める基準に該当するものをいう。以下この条において同じ。）に係るものに要す

る費用 
イ 横断歩道橋（地下横断歩道を含む。） 
ロ 歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者

専用道路、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させること

を目的とする車線（登坂車線を含む。）、中央帯、主として車両の停車の用に供することを

目的とする道路の部分、待避所、路肩の改良若しくは視距を延長するための道路の改築に

より設けられる施設、道路標示若しくは区画線によつて区画された歩行者の用に供する道

路の部分の路肩の整備により設けられる施設又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道

を有しない道路において自動車を減速させて歩行者若しくは自転車の安全な通行を確保す

るために行う路面の凸部の設置若しくは自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小によ

り設けられる施設で、緊急に交通の安全を確保する必要がある小区間において設置される

もの 



ハ 交差点又はその付近における突角の切取り若しくは車道の拡幅により設けられる施設

又は交通島 
ニ 道路が鉄道（新設軌道を含む。）と交差する場合におけるその交差している道路の部分

の舗装、拡幅又は勾配若しくは交差角の改良により設けられる施設 
ホ 道路標識、さく、街灯、道路情報提供装置、道路上の若しくは道路に接する自動車駐

車場、視線誘導標、他の車両若しくは歩行者を確認するための鏡（第六号において「道路

反射鏡」という。）、地点標、区画線又は道路に接する自転車駐車場で、安全な交通を確保

するためのもの 
 
三   消防法施行令 （昭和三十六年政令第三十七号）第四十四条第一項 の救急自動車の

設置に要する費用  
 
四   地方公共団体による交通安全教育の用に供する施設の設置に要する費用  
 
五   都道府県公安委員会による道路標示の補修に要する費用  
 
六   地方公共団体による道路反射鏡又は区画線の補修でその管理する道路に係るものに

要する費用  
 
 
（通告書送付費支出金相当額）  
第二条   法附則第十六条第二項第二号に規定する通告書送付費支出金相当額（以下「通

告書送付費支出金相当額」という。）は、当該年度の前年度の二月から当該年度の一月まで

の期間に各都道府県が法第百二十七条第一項 後段に規定する通告書の送付に要する費用

（第十条において「通告書送付費」という。）として支出した金額の合算額に、当該年度の

前々年度における各都道府県ごとの法第百二十八条第一項 の規定による反則金（法第百二

十七条第一項 後段の規定による通告に係るものに限る。）の納付の件数の合計数の当該

前々年度における各都道府県ごとの法第百二十七条第一項 後段の規定による通告の件数

の合計数に対する割合を乗じて得た額とする。  
 
 
第三条    削除  
 
 
（交付金の額）  
第四条   毎年度、法附則第十八条第一項の交付時期（以下「交付時期」という。）ごとに



各都道府県に交付すべき交通安全対策特別交付金（以下「交付金」という。）の額は、当該

都道府県の都道府県基準額から当該都道府県の区域内の市（特別区を含む。以下同じ。）町

村について次項から第五項までの規定により算定した額（第六項の規定により交付金を交

付しないこととされる市町村に係る額を除く。）の合算額を控除した額とする。  
 
２   毎年度、交付時期ごとに各指定都市に交付すべき交付金の額は、当該指定都市の指

定都市基準額に四分の三を乗じて得た額（その額に千円未満の端数があるときは、これを

切り捨てた額）とする。  
 
３   毎年度、交付時期ごとに指定都市以外の各市町村に交付すべき交付金の額は、次の

式によつて算定した額（その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）と

する。 
 （関係都道府県の都道府県基準額―関係都道府県の区域内の指定都市の指定都市基準額

の合算額）×１÷３×（当該市町村における交通事故の発生件数÷関係都道府県の指定都

市以外の市町村における交通事故の発生件数の合計数×２÷４＋当該市町村の人口集中地

区人口÷関係都道府県の指定都市以外の市町村の人口集中地区人口の合計数×１÷４＋当

該市町村が管理する市町村道に係る改良済道路の延長÷関係都道府県の指定都市以外の市

町村が管理する市町村道に係る改良済道路の延長の合計×１÷４）  
 
４   前項の規定にかかわらず、道路法第十七条第二項 （同法第十二条 ただし書に係る

部分を除く。以下この項において同じ。）の規定により一般国道（同法第十三条第一項 に
規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この項において同じ。）若しくは都道府県道の

管理を行う市又は同法第十七条第三項 の規定により都道府県道の管理を行う町村に毎年

度交付時期ごとに交付すべき交付金の額は、当該市町村について前項の規定により算定し

た額に次の式によつて算定した額（その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額）を加算した額とする。 
 （（関係都道府県の都道府県基準額）―（関係都道府県の区域内の指定都市の指定都市基

準額の合算額））×５÷１２×（（当該市町村における交通事故の発生件数）÷（関係都道

府県の指定都市以外の市町村における交通事故の発生件数の合計数））×２÷４＋（（当該

市町村の人口集中地区人口）÷（関係都道府県の指定都市以外の市町村の人口集中地区人

口の合計数））×１÷４＋（（当該市町村の区域内の一般国道及び都道府県道に係る改良済

道路の延長）÷（関係都道府県の指定都市以外の市町村の区域内の一般国道及び都道府県

道に係る改良済道路の延長の合計））×１÷４）×（（当該市が道路法第十七条第二項 の規

定により管理する一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長又は当該町村が同条第

三項 の規定により管理する都道府県道に係る改良済道路の延長）÷（当該市町村の区域内

の一般国道及び都道府県道に係る改良済道路の延長））  



５   前各項において、次の各号に掲げる額は、当該各号に定めるところによる。  
一   都道府県基準額 各都道府県ごとに次の式によつて算定するものとする。この場合

において、千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り

捨てた端数金額の合算額は、その算定された都道府県基準額が最も少額である都道府県の

都道府県基準額に加算する。 
交付時期ごとの交付金の総額×｛（当該都道府県における交通事故の発生件数÷全国の交通

事故の発生件数）×（２÷４）＋（当該都道府県の人口集中地区人口÷全国の人口集中地

区人口）×（１÷４）＋（当該都道府県の区域内の改良済道路の延長÷全国の改良済道路

の延長）×（１÷４）｝  
 
二   指定都市基準額 各指定都市ごとに次の式によつて算定するものとする。関係都道

府県の都道府県基準額×｛（当該指定都市における交通事故の発生件数）÷（関係都道府県

における交通事故の発生件数）×（２÷４）＋（当該指定都市の人口集中地区人口）÷（関

係都道府県の人口集中地区人口）×（１÷４）＋（当該指定都市の区域内の改良済道路の

延長）÷（関係都道府県の区域内の改良済道路の延長）×（１÷４）｝  
 
６   第二項から前項までの規定により市町村に交付すべき交付金の額を算定する場合に

おいて、当該年度の九月に交付すべき交付金の額が二十五万円に満たないこととなる市町

村があるときは、当該年度においては、当該市町村に対しては、交付金を交付しない。  
 
７   この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  
一   指定都市 地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一

項 の指定都市をいう。  
 
二   関係都道府県 当該市町村を包括する都道府県をいう。  
 
三   交通事故の発生件数 当該年度の初日の属する年の前年及び前々年に発生した法第

二条第一項第十七号 に規定する車両等の交通により人の死傷が生じた交通事故の件数を

合算したものの二分の一に相当する数値をいう。  
 
四   人口集中地区人口 最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口をいう。  
 
五   改良済道路 当該年度の初日の属する年の前年の四月一日以前において道路法第十

八条第二項 の規定による供用の開始があつた道路（総務省令で定めるものを除く。）のう

ち、道路構造令 （昭和四十五年政令第三百二十号）の規定による基準に適合するもの又は

これに準ずるものをいう。  



８   第三項から第五項までの改良済道路の延長は、総務省令で定めるところにより算定

するものとする。  
 
 
（交付時期ごとの交付金の額）  
第五条   毎年度九月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、

第一号及び第二号に掲げる額の合算額から、第三号から第五号までに掲げる額の合算額を

控除した額（同項の表九月の項に規定する交付金見込額（次項において「交付金見込額」

という。）を限度とする。）とする。  
一   前年度の二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等（法

附則第十六条第二項に規定する反則金収入相当額等をいう。次項第一号において同じ。）  
 
二   前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額  
 
三   前年度の二月から当該年度の七月までの期間に係る法第百二十九条第四項 の規定

による返還金に相当する額  
 
四   通告書送付費支出金相当額のうち第十一条の規定により当該年度の九月に支出され

る額に相当する額  
 
五   前年度の二月から当該年度の七月までの期間に係る過誤納に係る反則金等（法附則

第十六条第二項に規定する反則金等をいう。次項第四号において同じ。）の返還金に相当す

る額  
 
２   毎年度三月に交付すべき法附則第十八条第一項に規定する政令で定める額は、第一

号に掲げる額から、第二号から第四号までに掲げる額の合算額を控除した額（交付金見込

額から九月に交付した額を控除した額を限度とする。）とする。  
一   当該年度の八月から一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等  
 
二   当該年度の八月から一月までの期間に係る法第百二十九条第四項 の規定による返

還金に相当する額  
 
三   通告書送付費支出金相当額のうち第十一条の規定により当該年度の三月に支出され

る額に相当する額  
 
四   当該年度の八月から一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当す



る額  
 
３   前二項の規定により算定した各交付時期に交付すべき交付金の額に千円未満の端数

があるときは、その端数金額は切り捨てるものとし、当該切り捨てた端数金額は、次の交

付時期に交付すべき交付金の額に加算する。  
 
 
（交付金の額の算定に用いる資料の提出）  
 
第六条   総務大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、交付金の額の

算定に用いる資料の提出を求めることができる。  
 
 
（交付金の額の通知）  
第七条   総務大臣は、交付時期ごとに各都道府県及び市町村に交付すべき交付金の額を、

毎年度、九月中及び三月中に決定し、当該都道府県及び市町村に通知しなければならない。  
 
 
（交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置）  
第八条   総務大臣は、交付金を都道府県又は市町村に交付した後において、その交付し

た交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する

必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該錯誤があつたことを発見した

日以後最初に到来する交付時期において、当該増加し又は減少すべき額をその交付すべき

交付金の額に加算し、又はその交付すべき交付金の額から減額するものとする。ただし、

当該交付時期において加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該

交付時期後の交付時期において加算し、又は減額することができる。  
 
 
（廃置分合又は境界変更があつた場合の措置）  
第九条   市町村の廃置分合又は境界変更（都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は

境界の変更があつたための都道府県の境界変更を含む。以下この条において同じ。）があつ

た場合においては、第四条第七項第三号に規定する交通事故の発生件数の算定の基礎とし

て用いる交通事故の発生した年又は同項第四号に規定する人口集中地区人口の算定の基礎

として用いる国勢調査の行われた年のいずれか早い年において既に当該市町村の廃置分合

又は境界変更があつたものとみなして、同条第一項から第六項までの規定により算定した

交付金の額を当該都道府県又は市町村に交付する。  



（支出金の支出の基準）  
第十条   法附則第十九条の規定による通告書送付費支出金（以下「支出金」という。）の

各都道府県ごとの額は、通告書送付費支出金相当額に、当該都道府県が当該年度の前年度

の二月から当該年度の一月までの期間に通告書送付費として支出した金額の各都道府県が

当該期間に通告書送付費として支出した金額の合算額に対する割合を乗じて得た額とする。  
 
 
（支出金の支出時期及び支出時期ごとの支出額）  
第十一条   支出金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定

める額を支出する。 
 
支出時期 支出時期ごとに支出すべき額  
九月 前年度の二月から当該年度の七月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額  
三月 当該年度の八月から一月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額  
 
２   前項に規定する各支出時期ごとに支出することができなかつた金額があるとき、又

は各支出時期において支出すべき額を超えて支出した金額があるときは、それぞれ当該金

額を、次の支出時期に支出すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。  
 
 
（支出金の額の算定に用いる資料の提出）  
第十二条   内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、支出金

の額の算定に用いる資料の提出を求めることができる。  
 
 
（支出金の額の算定に錯誤があつた場合の措置）  
第十三条   内閣総理大臣は、支出金を都道府県に支出した後において、その支出した支

出金の額の算定に錯誤があつたため、その支出した支出金の額を増加し又は減少する必要

が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後最初に到来する支出時期におい

て、当該増加し又は減少すべき額をその支出すべき支出金の額に加算し、又はその支出す

べき支出金の額から減額するものとする。  
 
 
（支出金に関する事務の委任）  
第十四条   法附則第二十条第一項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、

警察庁長官に委任する。  



    附 則  
 
（施行期日等） 
第一条  この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金及び支出金から適

用する。  
 
 
（交通安全対策特別交付金に関する政令の廃止） 
第二条  交通安全対策特別交付金に関する政令（昭和四十三年政令第六十六号）は、廃止

する。  
 
 
（経過措置） 
第三条  昭和五十八年度に限り、第二条及び第十一条中「当該年度の前年度の三月及び当

該年度」とあり、並びに第十二条第一項の表九月の項中「前年度の三月及び当該年度」と

あるのは、「当該年度」とする。  
 
 
（警察法施行令の一部改正） 
第四条  警察法施行令（昭和二十九年政令第百五十一号）の一部を次のように改正する。 
   附則に次の一項を加える。 
   （国の補助に関する特例） 
  ２４ 道路交通法附則第十六条第一項の規定により交通安全対策特別交付金が都道府

県に交付される間、第三条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十八条第一項（同法第

百三十条の二第三項において準用する場合を含む。）及び同法第百二十九条第一項の規定に

よる反則金及び反則金に相当する金額の納付に係る都道府県警察に要する経費は、第三条

第一項の国がその一部を補助する経費には含まれないものとする。  
 
 
（道路交通法施行令の一部改正） 
第五条  道路交通法施行令（昭和三十五年政令第二百七十号）の一部を次のように改正す

る。 
   第五十三条を次のように改める。 
  第五十三条 削除  
 
 



（道路交通法施行令の一部を改正する政令の一部改正） 
 
第六条  道路交通法施行令の一部を改正する政令（昭和四十三年政令第十七号）の一部を

次のように改正する。 
   附則第三項を削る。  
 
   附 則 （昭和六一年三月三一日政令第六四号） 抄  
 
 
（施行期日） 
１  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。  
 
   附 則 （昭和六二年三月一三日政令第三八号）  
 
 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。  
   附 則 （平成三年八月六日政令第二六三号）  
 
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第二号及び第四号の規定は、平成三

年度分の交通安全対策特別交付金から適用する。  
 
   附 則 （平成八年八月三〇日政令第二六三号）  
 
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条第二号の規定は、平成八年度分の交

通安全対策特別交付金から適用する。  
 
   附 則 （平成一一年一〇月一四日政令第三二四号） 抄  
 
（施行期日） 
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。  
 
   附 則 （平成一二年六月七日政令第三〇四号） 抄  
 
 
１  この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日

（平成十三年一月六日）から施行する。  
 



   附 則 （平成一四年一二月一八日政令第三八五号） 抄  
 
 
（施行期日） 
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。  
 
   附 則 （平成一五年三月三一日政令第一六三号）  
 
 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。  
   附 則 （平成一六年六月九日政令第一九五号）  
 
 
（施行期日） 
１  この政令は、公布の日から施行する。  
 
（経過措置） 
２  道路交通法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなお従前の例によること

とされる交通安全対策特別交付金については、改正前の交通安全対策特別交付金等に関す

る政令第十条の規定は、なおその効力を有する。  
 
   附 則 （平成一六年一一月八日政令第三四四号） 抄  
 
（施行期日） 
第一条  この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日（平成十六年十一月十

日）から施行する。ただし、第九十二条第五項及び第六項の改正規定、第百七十八条第四

項の改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条及び第七条の規定は、平成

十七年四月一日から施行する。  
 
   附 則 （平成一九年八月三日政令第二三六号）  
 
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、平成十九年度分の交通安

全対策特別交付金から適用する。  
   附 則 （平成二三年一一月二八日政令第三六一号） 抄  
 
（施行期日） 
第一条  この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関



係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成二十三年十一

月三十日）から施行する。  
 
 
（交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置） 
第二条  第四条の規定による改正後の交通安全対策特別交付金等に関する政令第四条の

規定は、平成二十四年三月以後の交付時期に係る交通安全対策特別交付金について適用し、

平成二十三年九月までの交付時期に係る交通安全対策特別交付金については、なお従前の

例による。  
 
   附 則 （平成二六年三月二八日政令第九二号） 抄  
 
 
（施行期日） 
第一条  この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。  
 
 
（交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正に伴う経過措置） 
第五条  平成二十六年度の交通安全対策特別交付金に限り、第九条の規定による改正後の

交通安全対策特別交付金等に関する政令第二条中「二月」とあるのは「三月」と、同令第

五条第一項中「及び第二号に掲げる額の合算額」とあるのは「に掲げる額」と、「同項」と

あるのは「特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律（平成二十五年法律第七十

六号）附則第二十六条の規定により読み替えられた同項」と、「二月」とあるのは「三月」

と、同令第十条及び第十一条第一項の表九月の項中「二月」とあるのは「三月」とする。 
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